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広 島 県 健 康 福 祉 局 長 

〒730-8511 広島市中区基町 10-52 

医 務 課 

 

 

新型コロナウイルス感染症防止のための学校の臨時休業による 

各医療機関の影響について（通知） 

 

 このことについて，別紙のとおり，対象医療機関に依頼しましたので，御承知おきくだ

さい。 

 なお，診療の継続が困難等の課題がある医療機関の情報を入手した際には，当課に情

報提供してください。  

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 担当 医務グループ 

電話 082-513-3056(ダイヤルイン) 

  （担当者 六箱） 

 

 

一 般 社 団 法 人 広 島 県 医 師 会 会 長  様 

一 般 社 団 法 人 広 島 県 病 院 協 会 会 長  様 



令和２年３月４日  

 

各調査対象医療機関の長 様 

 

広 島 県 健 康 福 祉 局 長   

〒730-8511 広島市中区基町 10-52 

医 務 課 

                           （ 公 印 省 略 ） 

 

新型コロナウイルス感染症防止のための学校の臨時休業による 

各医療機関の影響について（依頼) 

 

新型コロナウイルス感染症対策のため，県内の小学校，中学校，高等学校及び特別支援

学校が令和２年３月２日以降臨時休業しているところですが，各医療機関への影響につい

て，厚生労働省から照会がありました。 

ついては，診療の継続が困難等の影響がある場合は，次のとおり，報告をお願いします。 

なお，本県から厚生労働省に報告する際には，医療機関名も併せて報告することについ

て御承知おきください。 

また，本県においては，別添のとおり医療従事者等に対する対応をとっています。 

 

１ 調査対象医療機関 

(1) 第二種感染症指定医療機関 

(2) 感染症協力医療機関 

(3) 二次救急医療機関 

(4) 三次救急医療機関  

(5) 透析医療機関 

２ 報告方法 

  別紙により，メールまたはファクスで報告してください。 

３ 報告先 

  広島県健康福祉局医務課 

  メールアドレス：imuchousa@pref.hiroshima.jp 

 （件名を「0304臨時休業【医療機関名】」としてください。）                                                                                                                                        

ファクス番号：０８２－２２３－３５７３ 

４ 報告期限 

  ３月９日（月） 

 

  担当 医務グループ 

電話 082-513-3056（ダイヤルイン） 

（担当者 六箱） 

写 

mailto:imuchousa@pref.hiroshima.jp


 

 

新型コロナウイルス感染症防止のための学校の臨時休業による 

各医療機関の影響について 

 

送付先：広島県健康福祉局医務課あて 

メールアドレス：imuchousa@pref.hiroshima.jp 

ＦＡＸ：０８２－２２３－３５７３ 

 

医療機関名  

記入者 
職・氏名 

 電話番号  

メール 
アドレス 

 FAX 番号  

 

○ 人員不足や診療の継続の可否等について，課題があれば御記入ください。 

 

 

別 紙 

mailto:imuchousa@pref.hiroshima.jp


写 
 令和２年３月２日 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

広 島 県 健 康 福 祉 局 長 

〒730-8511 広島市中区基町 10-52 

医 務 課 

薬 務 課 

          

 

新型コロナウイルス感染症対策のための学校における一斉臨時休業に 

係る医療従事者等に対する対応について（通知） 

 

 医療・福祉・介護行政の推進については，平素より格別の御協力を賜り厚く御礼申し

上げます。 

 さて，新型コロナウイルス感染症の感染防止・拡大を防止する観点から，令和２年２

月 28 日付けで，県教育委員会教育長から各市町教育委員会教育長宛てに，別紙（写）

のとおり，市町立小学校臨時休業中については，放課後児童クラブで受入体制が整うま

での間を目途に，個別に学校で受け入れることを検討するよう通知しています。 

また，県健康福祉局安心保育推進課長から各市町放課後児童クラブ主管課長宛てに，

別添（写）のとおり，放課後児童クラブの運営について，可能な限り柔軟な対応をとる

など，各市町教育委員会担当課と連携し，適切な対応を行うよう通知しています。 

ついては，医療・介護体制を確保するため，医療，福祉，介護従事者に配慮した学校

対応を行う趣旨を盛り込んだ各通知について，御了知いただくとともに貴会会員へ周知

いただくようお願いします。 

なお，各市町立学校における新型コロナウイルス感染症への対応の進め方については，

各市町教育委員会及び各市町放課後児童クラブ主管課等の判断となりますことを申し

添えます。 

   

  

 

 

一 般 社 団 法 人 広 島 県 医 師 会 会 長  様 

一般社団法人広島県歯科医師会会長  長 

一 般 社 団 法 人 広 島 県 病 院 協 会 会 長  様 

一般社団法人広島県医療法人協会会長  様 

広 島 県 保 険 医 協 会 理 事 長 様 

公 益 社 団 法 人 広 島 県 看 護 協 会 会 長 様 

公 益 社 団 法 人 広 島 県 薬 剤 師 会 会 長 様 

一般社団法人広島県病院薬剤師会会長様 

 

担当 医務課医務グループ 

電話 082-513-3056(ダイヤルイン) 

 （担当者 工藤） 

 

担当 薬務課薬事グループ 

電話 082-513-3222(ダイヤルイン) 

 （担当者 上田） 

 























写 
 

令和２年２月 28 日 

 

各市町放課後児童クラブ主管課長 様 

（政令市・中核市を含む。） 

 

広島県健康福祉局安心保育推進課長 

（〒730-8511 広島市中区基町 10－52） 

 

新型コロナウイルス感染症対策のための放課後児童クラブの 

運営について（通知） 

 

このことについて，「新型コロナウイルス感染症防止のための学校の臨時休業に関連して

の保育所等の対応について（令和２年２月 27日厚生労働省子ども家庭局子育て支援課ほか

連名事務連絡）」に基づき，感染の防止に留意した上で，原則として開所していただき，長

期休暇における開所時間に準じた取扱いとするなど，可能な限り柔軟な対応をお願いして

いるところです。 

これを受けて，県教育委員会教育長から各市町教育委員会教育長宛に，別紙（写）のと

おり市町立小学校臨時休業中については，放課後児童クラブで受入体制が整うまでの間を

目途に，個別に学校で受け入れることを検討するよう通知していますので，該当がある場

合は，市町教育委員会担当課と連携し，適切な対応を行ってください。 

また，咳エチケットや手洗いなどを徹底し，感染予防に努めるとともに，多くの児童が

密集して一定期間過ごすことがないよう，一人当たりのスペースをできるだけ広く確保す

るため，小学校の空き教室などを一時的に活用することも，併せて検討してください。 

 

 

 

            担当：安心保育推進担当 

            電話：082-513-3179（ﾀﾞｲﾔﾙｲﾝ） 

            担当者：柏原 

 

別 添 
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